
議案第５６号

杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２５年９月９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部を改正する条例

杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例（平成１６年杉並区条例第３

号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号ただし書を削り、同条第２号中「職員、」を「職員、労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８

８号）第２条第２号に規定する派遣労働者であって区の事務又は事業に従事してい

るもの、」に、「並びに指定管理者」を「、指定管理者」に改め、「管理の業務に

従事している者」の次に「並びに区が出資し、又は補助金その他の財政的援助を与

えている団体であって規則で定めるもの（以下「出資団体」という。）及び出資団

体の事務又は事業に従事している者」を加える。

第４条第１項中「任命権者」の次に「（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３

年法律第１３５号）第１条に規定する職員その他の東京都がその給与等を負担する

職員にあっては、杉並区教育委員会）」を加える。

第５条第１項各号列記以外の部分中「又は」を「若しくは」に改め、「含

む。）」の次に「又は出資団体の事務若しくは事業であって区の出資若しくは補助

金その他の財政的援助に係るもの」を加える。

附 則

この条例は、平成２５年１２月１日から施行する。

（提案理由）

公益通報をすることができる者の範囲を改める等の必要がある。
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杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部を改正する条例

新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 号に定めるところによる。

(１) 職員 杉並区（以下「区」とい (１) 職員 杉並区（以下「区」とい

う。）の職員であって、地方公務員 う。）の職員であって、地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第 法（昭和２５年法律第２６１号）第

３条第２項に規定する一般職の職員 ３条第２項に規定する一般職の職員

（教育長を除く。）及び同法第３条 （教育長を除く。）及び同法第３条

第３項第３号に規定する非常勤職員 第３項第３号に規定する非常勤職員

をいう。 をいう。ただし、同法第２２条第２

項の規定により臨時的に任用された

職員及び市町村立学校職員給与負担

法（昭和２３年法律第１３５号）第

１条に規定する職員その他の東京都

がその給与等を負担する職員を除

く。

(２) 職員等 職員、労働者派遣事業 (２) 職員等 職員、

の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律（昭和６０年

法律第８８号）第２条第２号に規定

する派遣労働者であって区の事務又

は事業に従事しているもの、区から 区から

事務又は事業の委託を受けた者（以 事務又は事業の委託を受けた者（以
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下「受託者」という。）及びその受 下「受託者」という。）及びその受

託業務に従事している者、指定管理 託業務に従事している者並びに指定

者 （地方自治法（昭和２２年法 管理者（地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項 律第６７号）第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下 に規定する指定管理者をいう。以下

同じ。）及びその管理する公の施設 同じ。）及びその管理する公の施設

の管理の業務に従事している者並び の管理の業務に従事している者

に区が出資し、又は補助金その他の

財政的援助を与えている団体であっ

て規則で定めるもの（以下「出資団

体」という。）及び出資団体の事務

又は事業に従事している者をいう。 をいう。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（任命権者等の責務） （任命権者等の責務）

第４条 任命権者（市町村立学校職員給 第４条 任命権者

与負担法（昭和２３年法律第１３５

号）第１条に規定する職員その他の東

京都がその給与等を負担する職員にあ

っては、杉並区教育委員会）は、職員 は、職員

の職務に係る倫理の保持のために必要 の職務に係る倫理の保持のために必要

な研修、正当な公益通報に係る公益通 な研修、正当な公益通報に係る公益通

報者の保護その他の措置を講じなけれ 報者の保護その他の措置を講じなけれ

ばならない。 ばならない。

２ 略 ２ 略

（公益通報の手続） （公益通報の手続）

第５条 職員等は、区の事務若しくは事 第５条 職員等は、区の事務又は 事

業（受託者が行う受託業務及び指定管 業（受託者が行う受託業務及び指定管

理者が管理する公の施設の管理の業務 理者が管理する公の施設の管理の業務

を含む。）又は出資団体の事務若しく を含む。）
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は事業であって区の出資若しくは補助

金その他の財政的援助に係るものの執 の執

行に関し、次の各号のいずれかに該当 行に関し、次の各号のいずれかに該当

する事実があると思料するときは、杉 する事実があると思料するときは、杉

並区公益監察員に対し、公益通報をす 並区公益監察員に対し、公益通報をす

ることができる。 ることができる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２～４ 略 ２～４ 略


